
　　　

　   


  

　

     除雪についての情報やお知らせを『なよろの除雪』と題して発行しています。

平成２７年１０月１日　発行　第３０号
   編集　建設水道部都市整備課
   電話　01655-3-2511（代表）
   FAX   01655-3-3450
e-mail　 NY-douroiji@city.nayoro.lg.jp

     今月号は「除排雪に係る助成制度」についてです。

     除雪車が玄関や車庫前にかき分けた雪については、市民の皆さんに除雪をお願いしています。
  　道路に雪を出すと、道幅が狭くなったり、交差点の見通しが悪くなるなど、交通事故の原因に
  なります。市では除排雪に係る助成制度を用意していますので、ご活用ください。

排雪ダンプ助成事業 除雪サービス等助成事業

　  住宅の排雪作業を実施する場合に排雪ダンプ 　  世帯全員が７０歳以上（風連地区は６9歳
  にかかる費用の一部を助成します。   以上）の方や、障がいのある方などで、世帯
 （マンションなどの駐車場は対象外です。）   の総収入額が基準以下の世帯を対象に、自宅

　②道路延長が概ね１００ｍ以上の路線

  前の生活通路の除雪費用を助成する「除雪助
  成券」を交付します。

市道及び私道の
除排雪助成事業

　  市道の排雪作業及び私道の除雪作業について
  下記条件に該当する場合に費用の一部を助成し

  ます。

・市道の「排雪」について
　　[５０％以内の額を助成]
　①町内会など地区組織から要望があった路線

・私道の「除雪」について
　　[３０％以内の額を助成]
　③上記①に該当し、除雪作業幅員が３.５ｍ以
　　上で受益戸数が３戸以上の宅地内道路

なよろの除雪 

○一般住宅の排雪作業を行う場合 

排雪ダンプ１台当たり 2,000円の助成 

○店舗併用住宅の排雪作業を行う場合 

排雪ダンプ１台当たり１,000円の助成 

10月号(２２ページ)「暮らし 

風連庁舎2階  

    建設水道部 都市整備課 管理係 

 ℡ 01655-3-2511（内線214・236） 

お問い合わせ先 

名寄庁舎2階  

      高齢介護課 高齢福祉係 

 ℡ 01654-3-2111（内線3231） 

風連庁舎１階  

      地域住民課 福祉係 

 ℡ 01655-3-2511（内線112） 

お問い合わせ先 

○福祉の助成制度  ○個人や団体向けの助成制度  

※詳細については、広報なよろ 

のお知らせ」をご覧ください。 


